
第５号様式（認証）

殿

道路運送車両法等の規定により別紙書面を添え届出します。
(注)役員の変更のみの場合に本様式を使用すること。

（ふりがな）

電話番号

１　役員の変更〔現在の役員及び辞任した役員〕

（ 年 月 日 ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ 年 月 日 ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

TEL０２７-２６３-４４４０ FAX０２７－２６１－００３２

　 年 月 日

　 年 月 日

9月 30日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

前橋　花子 取締役 令和 2年

役員氏名 役職名

　 年

　 年

辞任した役員及び辞任年月日

現在の役員及び就任年月日

役員氏名

前橋　太郎 令和 2年 4月 1日

群馬　一郎 取締役

前橋　次郎 取締役 令和 2年 4月 1日

令和 2年 10月 1日

役職名

代表取締役

上泉　三郎 監査役 令和 2年 4月 1日

月 日

　 年

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

月 日

月 日

役員の変更届出書

届出者の氏名又は名称

届出者の住所

2 年 10 月 7 日

ぐんまうんゆじどうしゃせいびこうじょうかぶしきがいしゃ　だいひょうとりしまりやく　まえばし　たろう

関 東 運 輸 局 長

群馬県前橋市上泉町３９９－１

(注)該当しない項目は記載を省略することができる。（全ての項目に共通）

令和

〒 ３７１－０００７

群馬運輸自動車整備工場株式会社 代表取締役　前橋　太郎

(注)必要に応じて、記載枠を追加・拡大または削除・縮小することができる。（全ての項目に共通）

記載例
整備振興会会員 ：３部提出

整備振興会非会員：２部提出



２　役員の変更に係る事業場

３　宣誓書

(注)宣誓書を別に提出する場合は記載を省略することができる。

(注)役員の辞任のみの場合は記載を省略できる。

備考

道路運送車両法第８０条第１項第２号に該当しないことを確認しました。 　チェック欄✔

群馬運輸自動車整備工場株式会社高崎工場

第７－ 号

第７－ 号

認証番号 事業場の名称 認証番号

群馬運輸自動車整備工場株式会社上泉工場第７－ 号1234 第７－ 号

事業場の名称

第７－ 5678 号

第７－ 号

第７－ 号

第７－ 号

第７－ 号

第７－ 号

号

第７－ 号

第７－ 号

第７－ 号

第７－


